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１．はじめに 
 
快適なまちづくりを行っていく際には面的整備と線

的整備が必要であり、線的整備の主要な部分のひとつ

として信号交差点の整備がある。交差点において人と

車両が錯綜することがあるが、信号制御されていても、

通常は歩行者信号が青信号で横断するのと同時に右左

折車両も青信号により通過するため、車両と横断者の

錯綜が生じる。人対車両の事故が全事故において占め

る割合は、死傷事故で９％、死亡事故で２８％であり、

人対車両の事故のうち、信号交差点で発生したのは死

傷事故で２３％、死亡事故で２１％である（平成１３

年警察庁データ）。 
このような状況の改善案の一つとして歩行者と車両

の通行を時間的に分離する「歩者分離信号」を導入す

ることが有用な手法であるとされている。しかしなが

ら「歩者分離信号」を導入することによって車両の円

滑性などに影響が出るため、すべての交差点に導入す

ることは困難であり、道路構造・交通量等を考慮した

導入基準の策定が望まれる。 
本研究では事故多発交差点において信号制御による

対策を実施した事例を調査し、交差点事故対策の効果

を現地調査による評価の形で示すことを目的とした。

具体的には２００３年１２月１４日に歩行者の安全確

保のために、完全分離ではなく一部分離する形の歩者

分離式信号が導入された大和町交差点（東京都板橋区）

を調査対象にし、導入実施前後の①歩行者事故の多発
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分析を行なった。以上のことから、歩行者の安全性を

高める施策と今後の課題を見出すことが目的である。 
 
２．調査概要 
 
（１）調査地の状況 
中山道と環七通りの交わる大和町交差点（東京都板

橋区）において歩行者の安全性を高めるために２００

３年１２月１４日に歩車分離式信号が導入された。 
大和町交差点(図－１)は地下鉄都営三田線の板橋
本町駅が地下部に設置されている影響もあり通勤

通学時間帯を含む時間帯では、横断歩道利用者が多い。

交差点の上にAとCを結ぶ環七通りの陸橋があるため、
A→C、C→Aに直進する車両は少なく、BまたはD方
向に右左折する車両が多い。また、E、F の横断歩道
を利用する人も多いことから人と車両の錯綜が生じや

すい状況である。なお、Ｂ－Ｄ道路上にある首都高５

号線の高架支柱が４ヵ所の隅角部に建設されているた

め、左折車両は歩行者の視認性が悪い。 
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図－１ 調査地（大和町交差点）概略図 
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（２）調査方法 

 環七道り内回り方向から中山道への左折隅角部から

横断歩道Ｅをビデオカメラで撮影した。その後ビデオ

を再生し通行する歩行者・車について解析を行った。 

 

（３）調査日時 

 調査は現示変更日（２００３年１２月１４日）を境

に前後の各２日間と、変更後から約半年後の計５日間

行った。撮影時間帯は朝ピーク時の７：４５～９：４

５とした。 

  変更前：２００３年１１月１４・２１日 

  変更後：２００３年１２月２５・２６日 

  変更約半年後：２００４年５月３１日 

 

３．調査結果 
 
（１） 信号現示 
○変更前 
現示の変更前は，図－２．１のように中山道流入部

に対して青丸現示(１φ)と右折現示(２φ)，環七側道に 
歩車同時開始の青丸現示(3φ)の 3現示制御であった。 

図－２．１ 変更前の現示図 

 
○変更後 
変更後は，図－２．２のように１φ，２φは同じで

あるが、環七側道方向に対しては，まず左折の先出し

(３φ)，次に横断歩行者の専用現示(４φ)，さらに歩車
用の青丸現示(５φ)に変更された。 

図－２．２ 変更後の現示図 

 
 
 
 

（２） サイクル長と青時間 
観測を行った朝ピーク時は，ほぼ定周期で制御され

ていた。対象とした横断歩道と環七側道への車両青の

時間は以下のとおりである。 
 
○変更前 
サイクル長１５０秒 
３φ～車道青信号時間５１秒 
車道黄信号時間３秒 
横断歩道点灯青信号時間２３秒 
横断歩道点滅青信号時間８秒 
第３現示開始を起点とし，環七方向の車両・歩行者に

対する信号の組み合わせを示したものが図－３．１で

ある。上段が車両用信号，下段が歩行者用信号である。 
 
 

 

 

図－３．１ 変更前の信号表示時間 

○変更後 
サイクル長１６０秒 
３φ：左折矢印信号時間１５秒 
４φ～横断歩道点灯青信号時間２６秒 
横断歩道点滅青信号時間１０秒 
５φ：車道青信号時間３４秒 
車道黄信号時間６秒 
上記と同様に変更後の第３現示開始を起点とし，環七

方向の車両・歩行者信号の組み合わせを示したものが，

図－３．２である。上段が車両用信号，下段が歩行者

用信号である。車両流と分離された歩行者青時間は，

点灯青２６秒のうち，前半の１２秒となっていた。 
 
 
 
 

図－３．２ 変更後の信号表示時間 

 
（３） 対象横断歩道の右左折交通量 
対象とした横断歩道について，環七通りからの 2時
間の右左折交通量は以下のとおりである。先出し信号

の対象である左折交通量は増加している一方，右折交

通量は減少することとなった。 
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○変更前 
２００３年１１月１４日：右左折交通量は１１０１台 

（左折交通量５２８台，右折交通量５７８台） 
１１月２１日：右左折交通量は１０７８台 

（左折交通量５２９台，右折交通量５４９台） 
○変更後 
２００３年１２月２５日：右左折交通量は１０１９台 

（左折交通量６０７台，右折交通量４１２台） 
１２月２６日：右左折交通量は１０２５台 

（左折交通量６２１台，右折交通量４０４台） 
２００４年５月３１日：右左折交通量は１２６５台 

（左折交通量７６７台，右折交通量４９８台） 
 
（４）左折車通過状況 
 各サイクルに左折車両の通過台数と横断歩道を通過

する状況を計測し，変更前後の比較を行った。 
○変更前 
１サイクルの左折車両の通過台数は少ない場合で８

台、多い場合で１６台である。図－４．１は変更前の

第３現示(３φ)の開始を時刻=０とし，左折車の累加通
過順と通過タイミングを整理したものの一例である。

（１１月２１日の４サイクル目）横断歩行者が多いた

め，横断歩道青時間中に左折する車両はほとんど見ら

れない。左折の先頭車が横断歩行者の途切れた青点滅

の終了ごろ(３１秒後)に通過し，その後３秒程度の間
隔で引き続き通過している。左折交通需要が多いこと

もあって，車両黄(５１秒後)から車両赤(５４秒後)の時
間まで食い込んで横断歩道の箇所を通過する左折車両

が目立っている。 
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図－４．１  変更前の左折車累計通過台数と経過時間 

 

 

○変更後 
1 サイクル毎の左折車両の通過台数は少ない場合で
６台、多い場合で２１台である。左折矢開始から黄＋

全赤を経て横断歩道青開始までに通過した左折車は０

～６台である。車両信号が赤，横断歩道信号が青にも

関わらず通過する台数が多い場合で３台にも及ぶ。 
図－４．２は変更後で第３現示(３φ)開始を時刻=０
とし，左折車の通過順と通過時刻を整理したものの一

例である。（１２月２５日の４サイクル目）先出しの左

折矢の開始後，左折先頭車が横断歩道箇所を通過する

までに時間を要し，図－４．２の場合は約１０秒後で

あった。その後は継続して左折車が通過し，車両黄(１
５秒後)から車両赤(１８秒後)，さらに車両と分離した
横断歩道青の開始(２１秒後)の後も左折車が続いてい
る。横断者が多いために横断歩道信号が青の間は，左

折できる車両はほとんどない。横断歩道青点滅開始(４
７秒後)以降に左折流が再開しており，これについても
変更前と同様に車両黄(６７秒後)から車両赤(７０秒
後)に食い込んで左折する車両が多い。 
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図－４．２  変更後の左折車累計通過台数と経過時間 

 
（５）錯綜回数 

右左折車と横断歩行者の交錯に関する危険度の評価

として，錯綜の発生回数を計測した。錯綜の定義は、

参考文献３）より次のいずれかとした。 
錯綜１「お互いの進路を妨げられ、接触する恐れの

ある状態」 
錯綜２「車道信号が赤、横断歩道信号が青の時に横

断歩道を通過する車両」 
すなわち，横断歩行者に遭遇した右左折車が減速した

場合をカウントしている。その結果，以下のように若

干の減少傾向を見ることができた。 



    変更前： １１月１４日：１２６回 
１１月２１日：１１６回 

    変更後： １２月２５日： ９８回 
１２月２６日：１１８回 
 

今回の現示変更は横断歩行者と車両の完全分離をね

らったものではないので，大きな錯綜回数の減少とは

ならない結果は合理的なものと考えられる。その一方

で，左折先出し方式を採用した関係で，左折交通流が

２回の通行権を得ることになり，左折矢後に車両信号

が赤，横断歩道信号が青の時に，交差点から捌け残っ

た左折車が横断歩道を通過するケースが発生している。

すなわち，車両流から分離された歩行者青時間の始め

の数秒間に左折車が通過する状況が，１サイクル平均

1 台ほど観察することができた。写真－１がその状況
例であり，先出し左折矢の終了後の歩行者青が開始さ

れた直後に左折車が通行している。今後の対応として，

現行では３秒間の当該クリアランス時間の調整等が考

えられる。 
 

 
写真－１ 分離横断歩道信号青時に左折車が通過す例 

 
４．まとめ 
 

大和町における調査分析で得られた結果をまとめる

と，以下の通りである。 
1）大和町交差点において左折先出しを伴った歩車
分離信号の導入による現示の変更を実施したことに

より，車両流と分離した横断歩行者青時間を確保し，

左折交通量の円滑性を向上させている。 
 

2）現示の変更により，車両流と分離した横断歩行
者青時間の初めの数秒間において，捌け残りの左折

車が通過する事象が見られた。 
３）調査時には黄表示，全赤表示とも３秒間が採用

されていたが，今後これらのクリアランス時間を若

干延長するなどの継続的な調整が考えられる。 
また，車両と横断歩行者の現示の組み合わせ方につ

いても，一部の分離時間帯を採用することが得策であ

るか，またその時間長など，引き続き調整を図ること

が考えられる。 
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